
別紙１ 新田駅東口地区 

景観形成基準配慮事項説明書(分譲住宅以外) 

項 目 景観形成基準 配慮事項の説明 

建

築

物

 

形

態

・

意

匠
 

外壁 

まちなみとしての統一感のある形態や
意匠に配慮します。 

 

にぎわいや魅力を感じさせるよう、
建築物低層部の形態や意匠に配慮し
ます。 

 

間口の大きな建築物は、デザインや
色彩によって分節化し、単調さや圧
迫感を軽減するよう配慮します。 

 

５階建て以上の建築物は、通りへの
圧迫感、まちなみの連続性に配慮
し、低層部と中高層部のデザインに
変化を付け、壁面の位置について
は、高層部を低層部よりも後退させ
るよう配慮します。 

 

新田停車場線と駅前広場の角地に建
つ建築物は、玄関口にふさわしい街
角を印象付けるよう配慮します。 

 

建築物の通りに面する開口部はでき
るだけ大きく確保し、開放的な意匠
になるよう配慮します。 

 

建築物の外壁の１階と２階の間に木
のフレームを設置するよう配慮しま
す。 

 

外壁の木のフレームの下部にはオー
ニング（日除け）を設置し、外観に
アクセントを付け、にぎわいやもて
なしの演出をするように配慮しま
す。 

 

屋根 
まちなみとしての連続性のある形態や
意匠に配慮します。 

 

屋外

階段 

建築物本体と調和するように形態や意
匠に配慮します。 

 

ベラ

ンダ 

共同住宅については、洗濯物やエアコ
ンの室外機が通りから直接見えにくい
構造や意匠となるように配慮します。 

 

建築

設備 

配管やダクト等は、外壁面に露出させ
ないように配慮します。また、露出さ
せる場合は、目立たないものとなるよ
うに、色彩等に配慮します。 

  

 

 



項 目 景観形成基準 配慮事項の説明 

建

築

物

 

形

態

・

意

匠

 

建築

設備 

屋上設備は、設置位置や壁面・ルーバ
ーなどの囲いによって、外部から直接
見えにくくなるように配慮します。 

  

色彩 

風土と調和した色彩を使用するように
配慮します。企業の CI カラーについ
ても、風土と調和した色彩に調節する
ように配慮します。 

  

色彩を組み合わせる場合やアクセント
カラーなどを使用する場合には、色相
同士の調和や使用する色彩の量のバラ
ンスに配慮します。 

  

建築物の中高層部分は低彩度とするよ
うに配慮します。 

  

屋根の色彩は、外壁と調和するように
配慮します。 

  

配

置

 

配置 

まちなみの連続性や通りとの一体性に
配慮します。 

  

通りに面する建築物の壁面の位置
は、通りから１ｍ以上後退させ、周
囲の建築物に合わせるよう配慮しま
す。 

 

そ

の

他

 
植栽 

通りなどの公共空間に面する部分は、
身近にみどりを感じることができ、開
放的で明るい印象を与えるような緑化
を行うように配慮します。 

 

小さなみどり、季節や風を感じる環
境の整備に配慮します。 

 

敷地内にある既存の樹木はできるだけ
保存するように配慮します。 

 

周囲の自然環境との調和を考慮し、
在来種などを活かした植栽をするよ
うに配慮します。 

 

照明 

点滅する光源や夜間の派手な照明は避
けるように配慮します。 

  

暖色系の暖かみのある照明を用いる
よう配慮します。 

 

建築物やショーウィンドウのライト
アップ、足元を照らす屋外照明の設
置に配慮します。 

 

堀・

柵・

擁壁

等  

圧迫感のある閉鎖的な塀・柵・擁壁を
避けるように配慮します。また囲いを
する場合には、植樹による囲いを行う
ように配慮します。 

  



項 目 景観形成基準 配慮事項の説明 

建

築

物

 

そ

の

他

 

附属

設備 

駐輪場、ごみ置き場は建築物本体と調
和するような形態や意匠、色彩とする
ように配慮します。 

 

駐車場の舗装は、素材を工夫したり、
部分的に地被植物による緑化をするこ
とにより景観に配慮します。 

 

駐車場は、建築物の中に取り込む
か、植栽などでまちなみに配慮しま
す。 

 

屋外

広告

物 

建築物本体と調和するような形態や
意匠、色彩とするように配慮しま
す。 

 

設置個数、規模が過度・過大になら
ず、色彩も高彩度のものとならない
ように配慮します。 

 

点滅する広告物やネオン管を露出す
る広告物は設置しないよう配慮しま
す。 

 

商店には、店舗の個性を活かした吊
り下げ看板を設置するように配慮し
ます。 

 

店先

のし

つら

え 

通りに面して、人を招き入れ、まち
に回遊性を生み出すための空間であ
る「もてなしのニワ」を設けるよう
に配慮します。 

 

エントランスや外構のしつらえは、
歩道と調和したデザインとするよう
に配慮します。 

 

店舗の入口はバリアフリー化に配慮
します。 

 

自動

販売

機 

まちなみに配慮した設置場所やデザ
インになるよう配慮します。 

 

工

作

物

 

形

態

・

意

匠 

色彩 

風土と調和した色彩を使用するように
配慮します。また、建築物本体と調和
するように配慮します。 

  

色彩を組み合わせる場合やアクセント
カラーなどを使用する場合には、色相
同士の調和や使用する色彩の量のバラ
ンスに配慮します。 

  

意匠 

点滅する光源の設置は避けるように配
慮します。 

  

外周部は緑化する等の修景を行うよう
に配慮します。 

  



項 目 景観形成基準 配慮事項の説明 

土
地
利
用
の
変
更 

遮
蔽 

遮蔽 

外周部は、まちなみと調和した材
料、色彩による塀・柵等の囲いを設
置するよう配慮します。同一の開発
区域内では、調和した形態や意匠と
なるように配慮します。 

 

形
態
・
意
匠 

囲い

の色

彩  

風土と調和した色彩を使用するように
配慮します。 

  

色彩を組み合わせる場合やアクセント
カラーなどを使用する場合には、色相
同士の調和や使用する色彩の量のバラ
ンスに配慮します。 

  

そ
の
他 

植栽 
通りなどの公共空間に面する部分は、
積極的に緑化するように配慮します。 

  

堆積 
資材、廃棄物、残土等は、人の目線よ
り低く整然と堆積するように配慮しま
す。 

  

 


